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児童福祉施設等災害復旧費国庫補助の協議について 

 

標記については、被災施設の災害復旧事業を円滑に実施するため、別紙のとおり「児

童福祉施設等災害復旧費事務取扱要領」を定め、令和５年４月１日以降発生の災害から

適用することとしたので、了知のうえ、管内市町村及び社会福祉法人等に周知徹底を図

るよう配慮願いたい。 

なお、令和５年３月３１日以前に発生の災害について、幼保連携型認定こども園（学

校教育部分）及び幼稚園型認定こども園（学校教育部分）については、平成１８年７月

１３日１８文科施第１９３号文部科学省大臣官房文教施設企画部長通知「学校施設災害

復旧費国庫負担（補助）事業の事務手続きについて」、幼保連携型認定こども園（学校

教育部分）及び幼稚園型認定こども園（学校教育部分）以外の施設等については、平成

２１年２月１３日雇児発第 0213001号、社援発第 0213003号、老発第 0213001 号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知「社会福祉施設等災害復



旧費国庫補助の協議について」により行うこととする。 



別 紙 

 

児童福祉施設等災害復旧費事務取扱要領 

 

１ 被災状況の報告等 

 

  災害発生に際しては、「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等に

ついて」（令和 3 年 4 月 15 日付け子発 0415 第 4 号、社援発 0415 第 5 号、障

発 0415 第１号、老発 0415 第 5 号）の２（１）及び２（２）①に基づき、管内児

童福祉施設等の被害状況について迅速かつ的確な把握に努めるとともに、こども家庭

庁成育局参事官（事業調整担当）付あて報告すること。 

 

２ 被災後の事務処理 

 

 (１) 協議の対象事業及び対象経費 

ア  協議の対象となる事業は、別表に掲げる施設の災害復旧事業であること。 

  ただし、こども家庭庁長官が別に定める施設の災害復旧事業に要する経費につ

いては、この限りでない。この場合において、こども家庭庁長官が別に定める施

設は、児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱（令和５年６月１５日付こ

成事１０６号。以下、「交付要綱」という。）の第２の２、４及び５の表におい

て「その他施設」として取り扱われるものとする。 

イ 施設整備（施設と一体的な設備を含む。）については災害復旧費協議額一件に

つき８０万円以上（保育所、幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園

については３０万円以上）であること。 

ただし、交付要綱に定める施設及び「厚生労働省所管補助施設災害復旧費実地

調査要領（令和６年６月 21 日付会発第０６２１第１号）」別表１の社会福祉施

設等を一箇所（同一敷地内及び機能的に同一敷地内とみなされる位置に所在す

るもの）で複数運営する施設（以下「複合施設」という。）については複合施

設ごとに８０万円以上であること（複合施設の協議額が８０万円未満の場合に

おける複合施設内の保育所、幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども

園については、３０万円以上であれば対象となる）。 

ウ 借用土地等災害復旧事業（交付要綱における別記１の事業）の対象となる事業

は、別表に掲げる施設のうち、幼保連携型認定こども園（学校教育部分）及び幼

稚園型認定こども園（学校教育部分）であること。 

エ 借用土地等災害復旧事業については災害復旧費協議額一件につき３０万円以上

であること。 

オ 降灰の除去事業（交付要綱における別記２の事業）の対象となる事業は、別表

に掲げる施設のうち、公立の幼保連携認定子ども園（学校教育部分）及び幼稚園

型認定こども園（学校教育部分）であること。 

カ 降灰の除去事業については、一学校ごとの降灰除去事業に要した費用が市町村



立学校においては３０万円以上、都道府県立学校においては６０万円以上である

こと。 

 

 (２) 協議書類及び提出部数 

  ア 幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園の場合 

（ア）児童福祉施設等災害復旧費国庫補助協議総括表（様式第１－１号） ３部 

（イ）児童福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書（様式第２号） １部 

イ 幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園以外の施設等の場合 

（ア）児童福祉施設等災害復旧費国庫補助協議総括表（様式第１－２号） ３部 

（イ）児童福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書（様式第２号） １部 

ウ 降灰の除去事業（交付要綱における別記２の事業）の場合 

（ア）国庫補助事業計画書（様式第３号） ３部 

（イ）降灰除去国庫補助事業計画一覧表（様式第４号） １部 

（ウ）降灰除去実施報告書（様式第５号） １部 

（エ）降灰除去実施報告一覧表（様式第６号） １部 

（オ）降灰除去事業施設別表（別表） １部 

（注）部数については紙媒体で提出する場合の提出部数。電子媒体で提出があった場 

合は、この限りではない。 

 (３) 負担割合 

災害復旧事業に要する経費に係る国、都道府県、指定都市、中核市、児童相談

所設置市又は法人の負担割合は、交付要綱に定めるところによるものとする。 

なお、当該災害が、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法

律（昭和３７年法律第１５０号)」により激甚災害として指定された場合には、

国の負担割合の変更がある。 

 

 (４) 提出期限 

協議書類は、当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局（徳島県、香川県、愛

媛県及び高知県にあっては四国厚生支局、以下「地方厚生（支）局」とい

う。）あて災害発生の日から３０日以内に提出すること。 

 

(５) 協議に当たっての留意すべき事項 

   ア 被害状況の把握に当たっては、財務省財務局の調査と極端に相違することの 

    ないよう的確を期すること。 

   イ 報告期限については、当該年度における予算執行に当たっての予備費要求等 

    との関連もあるので厳守すること。 

 

３ 災害復旧事業の早期着工等 

被災後は速やかに施設運営の再開を図るため、所管局及び地方厚生（支）局と連絡

を密にし、必要に応じ応急仮工事を施すとともに、災害復旧工事の早期着工に努める

こと。 



また、応急仮工事及び災害復旧工事を行うに当たっては、都道府県（指定都市、中

核市又は児童相談所設置市）担当部局の指導のもと写真等により被災状況を的確に記

録し、実地調査等に支障を生じないよう留意すること。 

 

 

別 表 

児童福祉施設等災害復旧費対象施設 

施 設 名 等 施    設    名 

児童福祉施設等 

 児童福祉施設       

      

             

             

             

             

             

             

             

             

  

 

 

 母子・父子福祉施設 

  

 その他の児童福祉施設等 

 

 

 

 

助産施設                    

乳児院                     

母子生活支援施設                 

保育所（保育所型認定こども園を含む。）  

幼保連携型認定こども園             

児童厚生施設                    

児童養護施設                    

障害児入所施設 

児童発達支援センター 

児童心理治療施設 

児童自立支援施設                         

児童家庭支援センター（※） 

里親支援センター 

母子・父子福祉センター（※）         

母子・父子休養ホーム（※）     

児童相談所 

一時保護施設 

職員養成施設 

児童発達支援事業所 

放課後等デイサービス事業所 

心身障害児総合通園センター 

居宅訪問型児童発達支援事業所 

保育所等訪問支援事業所 

障害児相談支援事業所 

特例保育施設                 

児童自立生活援助事業所 

子育て短期支援事業所 

地域子育て支援拠点事業所 

一時預かり事業所 

小規模住居型児童養育事業所 

社会的養護自立支援拠点事業所 



妊産婦等生活援助事業所 

児童育成支援拠点事業所 

こども家庭センター 

小規模保育事業所 

事業所内保育事業所 

利用者支援事業所 

産後ケア事業を行う施設 

子育て支援のための拠点施設 

幼稚園型認定こども園 

乳児等通園支援事業所 

（注）※の施設については、施設と一体的な設備は対象外。 


